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保育における傷害予防の変遷

横井良憲 *

1．本研究の背景・目的

保育の特性は養護と教育であり、子どもの生命や健康を守ることは、保育を行う上で行わなければな
らないことのひとつである。平成 30 年保育所保育指針解説では、「子どもの健康と安全を守ることは、
保育所の基本的かつ重大な責任」であるとし、「子どもが安心して過ごせる保育の環境の確保に保育所
全体で取り組んでいく必要がある」としている。傷害予防は子どもの健康と安全を守る取り組みである
ので、保育者個人だけでなく、保育所全体で取り組んでいく必要がある。

現場の保育者にとって傷害予防に用いる用語の定義や区別がわかりにくい 1）こと、ベテランと新人
で同じ保育場面でも傷害予防に対する捉え方が異なる 2）ことが指摘されている。保育所全体で子ども
の健康と安全を守るうえで、保育所保育指針解説でも職員間の情報共有やコミュニケーションが不可欠
としていることから、同じ用語を取り扱う際に、保育者によって意味合いや程度が異なることは適当で
はない。傷害予防の基盤となる理論の理解についても同様で、保育所全体で共有された取り組みが重要
となる。

このため、本研究では、保育における傷害予防の変遷を整理し、研究及び実践上の課題を明らかにす
るものである。

具体的には、まず保育所保育指針等での傷害予防の取り扱いの移り変わりを整理し、先行研究におけ
る取り扱いの移り変わりを概観する。傷害予防に取り組む上で注目すべき項目を整理し、基礎資料を得る。

2．保育所保育指針等における傷害予防の取り扱いの変遷

日本の歴史はいくつかの点で大きく分けることができるが、現在の多くの法律は戦後ＧＨＱの指導の
下制定されたものが多く、保育に関係する児童福祉法等も戦後に制定されている。このため、本論では、
昭和 23 年保育要領を起点とし、現行の保育所保育指針に向かい、保育所保育指針等における傷害予防
の取り扱いの変遷を見る。

昭和 23 年保育要領は、保育と銘打っているものの文部省が発行した。この保育要領の中に保育所で
の生活についても言及がされていることから、太平洋戦争後すぐの日本において、保育所で傷害予防が
どのように取り扱われていたのか参考とした。

昭和 23（1948）年保育要領 3）では、傷害予防に割かれた紙幅は多くない。記載内容の特徴として、
保育や看護に不慣れな者であっても、どのようなことを行えばよいか明確にわかるように、詳細な記載
がされている点が挙げられる。例えば、「遊具の故障」や「けがのもとになるガラスの破片などないよ
うに」（三　幼児の生活指導、1　身体の発育、4　けがに気をつけよう）と書かれ、「せともの、ガラス
製のものはこわれやすく、けがをするおそれがある」（四　幼児の生活環境、3　遊具）とも注意している。

「角や先のとがっていないもの」、「はさみは先が丸いもの」、「幼児は口に入れやすいから、着色・形状
等無害であること」、「水洗いできるものがよい」（四　幼児の生活環境、3　遊具）としている。予防と
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は少しずれるが、きずは「オキシフルまたはほう酸水でよく洗い、ていねいにふきとって、その後にマ
キロクロームをつけておく」（三　幼児の生活指導、1　身体の発育、4　けがに気をつけよう）とあり、
消毒等の薬品名まで指定がある。予防や手当のこのような記述から、それほど程度の高くない内容では
あるが、必要最低限子どもの傷害予防のために必要な事柄を具体的な例を提示しながら示しており、わ
からない者を前提に、手取り足取り要点を提示している印象を受ける。

昭和 27（1952）年保育指針 4）では、「衛生、栄養、病気の予防、看護等について十分な訓練を受ける
ことが必要である」と明記され、傷害予防について学ぶ必要性が示された。しかし、指針に示されたこ
れらの訓練内容がどのようなものであればよいかという記載はなく、具体的な実行性を持った記載とい
うより、保育者のあるべき姿を示したものであった。

平成年代に入り、平成 2（1990）年保育所保育指針（通知）5）では「保母は子どもの事故発生につい
ての知識を持つとともに、保護者に対しても子どもの事故について認識を深めるための協力を求める」

（第 12 章　7　事故防止・安全指導）と示された。また、「交通事故の防止に配慮し（中略）交通安全の
ための指導を実施する」とも記されている。傷害予防に関係する記述はこの 2 か所であり、解説 6）も
発行されているものの、この箇所についての解説はほとんどなく、昭和 27 年保育指針と同様に、保育
者のあるべき姿は明確となっているものの、具体的にどのような対策や研修を行えばよいのか指針から
読み取ることは難しい。

現行の、平成 30 年保育所保育指針解説 7）に目を移すと、「（保育所の）安全の確保などに努めること」
と総則に明記され、「子どもの健康と安全を守ることは、保育所の基本的かつ重大な責任である」とし
ている。また、「子どもが安心して過ごせる保育の環境の確保に保育所全体で取り組んでいく必要があ
る」とし、保育者個人だけでなく、組織管理の面からも、傷害予防等に取り組む必要性を明確にしている。
平成 2 年の指針と異なる点として、子どもの健康と安全に対して記載が多く、指針、解説ともに具体的
な内容に言及しており実行性の面でも充実した内容になっている。傷害予防への具体的言及は第 3 章　
健康及び安全　3　環境及び衛生管理並びに安全管理　（2）事故防止及び安全対策にされている。（表 1）

アでは、保育全般において傷害予防にどう取り組むのか、イでは、保育の中でも特に重大な傷害が発
生しやすいとされている「食う・寝る・水遊び」について取り上げ、具体的な取り組みや注意点を示し
ている。また、それぞれに対して、充実した解説も示されている。

まとめると、傷害予防に関して、昭和 23 年保育要領は具体的に記載がされているものの、内容は程
度が高いものとは言い難く、保育に携わる者の知識・技能のレベルがまちまちであったことがうかがえ
る。昭和 27 年保育指針は、保育士が衛生等に関する訓練（研修）を受ける必要性を示した点で重要で
ある。しかし、平成に入っても「事故防止は保育の大きな目標であることを認識する必要がある」と傷
害予防に対する保育士のあるべき姿が示されるのみで、実行性のある内容が記載されているとは言い難
かった。ところが、平成 30 年保育所保育指針では、これまでに比べ、傷害予防に関する研究等を踏まえ、

表１．平成 30 年保育所保育指針事故防止及び安全対策における傷害予防の記載 

ア 

保育中の事故防止のために、子どもの心身の状態等を踏まえつつ、施設内外の安

全点検に努め、安全対策のために全職員の共通理解や体制づくりを図るとともに、

家庭や地域の関係機関の協力の下に安全指導を行うこと。 

イ 

事故防止の取組を行う際には、特に、睡眠中、プール活動・水遊び中、食事中等

の場面では重大事故が発生しやすいことを踏まえ、子どもの主体的な活動を大切に

しつつ、施設内外の環境の配慮や指導の工夫を行うなど、必要な対策を講じるこ

と。 

 

アでは，保育全般において傷害予防にどう取り組むのか，イでは，保育の中でも特に

重大な傷害が発生しやすいとされている「食う・寝る・水遊び」について取り上げ，具

体的な取り組みや注意点を示している。また，それぞれに対して，充実した解説も示さ

れている。 

 まとめると，傷害予防に関して，昭和 23 年保育要領は具体的に記載がされているも

のの，内容は程度が高いものとは言い難く，保育に携わる者の知識・技能のレベルがま

ちまちであったことがうかがえる。昭和 27 年保育指針は，保育士が衛生等に関する訓

練（研修）を受ける必要性を示した点で重要である。しかし，平成に入っても「事故防

止は保育の大きな目標であることを認識する必要がある」と傷害予防に対する保育士の

あるべき姿が示されるのみで，実行性のある内容が記載されているとは言い難かった。

ところが，平成 30 年保育所保育指針では，これまでに比べ，傷害予防に関する研究等

を踏まえ，具体的にやるべきことの記載も明示している。このため，これまでの，保育

者のあるべき姿を示すだけの記載と異なり，保育所全体でどのようなことを行っていく

のか具体的にわかるようになっており，実行性の高い記載へと変わった。 

また，現行の指針においては，子どもの健康と安全を守ることは保育者のみならず，

保育所全体が行うものであるとし，組織としての責任も明確にするに至った。これは，

傷害予防が個人の力のみで取り組むには難しく，組織的な対応の誤りで子どもの命が亡

くなった事故を踏まえ，傷害が発生しないシステム作りの重要性が反映されている。 

 もう一点，保育所での傷害発生への意識にも変化があったことがわかった。昭和 23

年保育要領では，「片時もじっとしていないのが幼児の本質であるから，かすり傷・突

き傷・切り傷など絶え間がないのが普通であるが，まずよけいなけがをさせないように」

とある。つまり，余計ではないけがを許容している書き方となっている。平成２年保育

所保育指針になると「事故防止は保育の大きな目標であることを認識する必要がある。」

と記載が変わり，現行の指針でも同様に，程度によってはけがを許容するような記載が

表 1．平成 30 年保育所保育指針事故防止及び安全対策における傷害予防の記載
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具体的にやるべきことの記載も明示している。このため、これまでの、保育者のあるべき姿を示すだけ
の記載と異なり、保育所全体でどのようなことを行っていくのか具体的にわかるようになっており、実
行性の高い記載へと変わった。

また、現行の指針においては、子どもの健康と安全を守ることは保育者のみならず、保育所全体が行
うものであるとし、組織としての責任も明確にするに至った。これは、傷害予防が個人の力のみで取り
組むには難しく、組織的な対応の誤りで子どもの命が亡くなった事故を踏まえ、傷害が発生しないシス
テム作りの重要性が反映されている。

もう一点、保育所での傷害発生への意識にも変化があったことがわかった。昭和 23 年保育要領では、
「片時もじっとしていないのが幼児の本質であるから、かすり傷・突き傷・切り傷など絶え間がないの
が普通であるが、まずよけいなけがをさせないように」とある。つまり、余計ではないけがを許容して
いる書き方となっている。平成 2 年保育所保育指針になると「事故防止は保育の大きな目標であること
を認識する必要がある。」と記載が変わり、現行の指針でも同様に、程度によってはけがを許容するよ
うな記載がなくなった。

保育や教育現場では、「けがをすることから学びがある」ということがささやかれることがあった。
しかし、「指導者がけがを容認してしまうとリスクが放置され、やがて大事故につながる可能性が高く
なる」ことが指摘 8）され、現在では、保育所等でけがを許容することは適切ではない。このため、指
針における記載の変遷は、「けがをすることから学びがある」といった旧来の誤った考えを、保育分野
においても是正した現れと捉えることができる。

3．文献における傷害予防の取り扱いの変遷

（1）潜在危険論から3Ｅアプローチへ
今日では保育分野でも活用されるヒヤリ・ハット分析と縁の深いハインリッヒの法則 9）が、労働災

害分野で提唱されたのが 1929 年である。1970 年にはハドンが疫学的手法をモデルにしてハドンのマト
リックス 10）を考案した。疫学的に傷害要因を分類する方法であるため、根本原因を除去することがで
きなくても、他の要因にアプローチすることで、傷害の程度を抑えたり、防いだりすることができる。
1975 年には、航空分野でＳＨＥＬＬモデルという事故要因分析モデルが開発された。中心に据え置か
れたＬ（Liveware：運航に関わる者）の周りに、Ｓ（Software：運航規程やデータなど形にならないファ
クター）、Ｈ（Hardware：機械、機器、設備等形のあるファクター）、Ｅ（Environment：仕事や行動
に影響を与える環境）、Ｌ（Liveware：運航に関わる者以外の者）を配置するモデル 11）で、保育分野
でも傷害予防の要因分析方法として保育者養成校向けの教科書でしばしば目にする。

この頃 1960 年代から 1970 年代にかけて、本邦では須藤春一により『潜在危険論』12）が提唱された。
潜在危険論では「事故は事故の因である潜在危険の存在によって起こる」とし、「潜在危険に対する発
見や理解や処理の能力の差異が当然の事故だの不慮の事故だのと二本建てにして語るようになっている
だけで、事故の本質からいえば全く同等に考えねばならない現象である」と述べ、全ての事故には要因

（潜在危険）があり、「不慮の事故」という言葉が人々に事故防止に対するあきらめをもたらしていると
指摘した。潜在危険は環境、服装、行動、心身状態の 4 つの領域に分かれて存在し、潜在危険が時間の
経過と共に増大し、複数の潜在危険が同時に存在するようになると事故が発生するとした。この潜在危
険論は子どもの傷害予防についての書籍で長らく引用され 13）14）、少なくとも 2000 年代のはじめ頃まで
は、保育分野では潜在危険論が、傷害予防の中心的理論として採用されていた。

ヒヤリ・ハット（分析）15）は、文献的にはこの言葉が生まれた年代と場所は不明といわれているが、
日本国内で使われ始めた言葉のようだ。ヒヤリ・ハットは保育分野のみならず、航空分野や医療分野で
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も活用されており、1980 年にはリスクマネジメントの必要性が高い、航空や医療分野で既に援用され
ていたと伝え聞く。1987 年に、ハインリッヒの訳書 16）が発行されていることから、この頃に、ヒヤリ・
ハットが誕生したか、ヒヤリ・ハットとハインリッヒの法則が結びついた可能性が高い。現在でも各分
野で事故防止の方法として用いられており、保育の傷害予防でも活用されている。

1998 年に箱ブランコによる傷害に対する裁判が起こった。この裁判を契機に、遊具の安全基準を作
る動きとなり、国交省調査検討委員が欧米の遊び場安全会議に出席する等、子どもの傷害予防に関する
国際的な考えが本邦に入るきっかけとなった 17）。

これまで、潜在危険論が主流であった傷害予防理論だが、2000 年代に入り 3 Ｅアプローチにとって
代わられるようになった。2010 年に、今井が傷害制御の基本原理の一つとして 3 Ｅアプローチ 18）を示
した。2008 年に世界保健機関（ＷＨＯ）が “World report on child injury prevention” を発刊し、その
中で 3 Ｅアプローチが取り上げられており、医療分野の傷害予防理論は 3 Ｅアプローチが主流となる。
山中は、提唱された際は Education（教育）・Engineering（製品）・Enforcement（法制化）であった 3
Ｅを、Education（教育）・Environment（環境・製品）・Enforcement（法制化）とまとめ 19）、保育者
に向けての発信を行っている。

保育分野では 2011 年に、田中がＳＨＥＬＬモデルを参考にした田中の保育用－ＳＨＥＬ分析：Ｋ－
ＳＨＥＬ 20）を開発した。Ｋ－ＳＨＥＬは、子ども子育て支援新制度における重大事故の報告様式の中に、
傷害発生の要因分析としてしばらくの間採用されていた。

これまで見てきた傷害予防理論や要因分析方法には共通した考え方がある。傷害は予防（制御）でき
るものであり、そのために要因を見つけ、対策をとることができるものに対してアプローチしていくと
いう考え方である。本邦では、須藤が潜在危険論として提唱し、米国では 3 Ｅがスーザン・ベイカーに
より概念化された。洋の東西を問わず、それぞれで考え出された傷害予防理論は共通の方法を持ってお
り、このため、有効な傷害予防理論として信ぴょう性がある。いずれの傷害予防理論でも、重要なのは
傷害要因を分析することである。これまで見てきたように、傷害要因の分析が肝であることはよく理解
されており、このため、ハドンのマトリックスに始まり、潜在危険論 4 つの領域、ＳＨＥＬＬ、3 Ｅ、
Ｋ－ＳＨＥＬといった様々な要因分析やその視点が提案されている。

本論では、傷害要因の分析方法としてどれが優れているかを比較検討することは目的としていないが、
それぞれの長短があり、決定的なものはない。しかし、保育実践において活用するには、専門家ではな
く、保育者が活用できることが必須である。Ｋ－ＳＨＥＬは実際に保育者が活用できるか調査しており、
エビデンスがあると言える。

（2）事故から傷害へ
本論では、あえて事故とすべきところ以外は一貫して傷害と記載した。統計上では、「不慮の事故」

という言葉があるが、不慮がついていなくても、事故（accident）にはもともと「避けることができない」
という意味が含まれている。しかし、事故は予測可能であり、科学的に分析し、対策を講じれば予防す
ることが可能であることから、欧米では injury（傷害）を使うことが勧められている 21）という。

須藤は潜在危険論の中で、「不慮の事故ということばは、実にまちがっている。事故には、不慮の事
故とか、当然の事故とかいう区別はなく、事故は起こるべくして起こるだけの理由がある。その事故の
もとを潜在危険という」と述べ、「事故」に変わる語の提案はないものの、「不慮の」意味合いを早くか
ら否定していた。

一方で、「事故」という語に対して、「人を死亡させたり、傷つけたり、財産に損害を与えたりする予
期しないできごと」（全米安全会議）、「一見それとわかるような、傷害をもたらす予期せざる事件」（世
界保健機関ＷＨＯ）、「比較的短時間にかつ無意図的に作用する外力・エネルギーによって生体、物件に
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損傷をもたらす現象」（詫間晋平）といった定義がなされた。いずれも、予期せざるというニュアンス
を多分に含む定義であった。
「事故」から「傷害」へ動き出したのは 1992 年に衞藤・山中ら 22）によって問題提起がなされたことをきっ

かけに、本邦でも傷害予防を研究する者を中心に「傷害」が定着しつつある。一方で、専門家でない者
と話すときに、傷害予防と言うより、事故予防と言ったほうが何をお話するのか理解してもらいやすく、
まだまだ保育者や一般人への周知が乏しい。

（3）リスクとハザード
安全の定義も様々である。細谷ら 23）は、単に「安らかで、危険のないこと」ではないとし、「安全と

は危険の可能性をのぞき、事故を除去することを目的とする。人間行動の変容により生じた状況、ある
いは、状態である。物理的環境の設計によりより生じた状況、あるいは状態である」（フロリオ）、「現
実としての『事故』『災害』につながる『可能性』としての『危険』が最小限に限定され、かつ適切に『制
御』された状態を『安全』と考えることができる」（詫間晋平）の 2 つの定義を示した。向殿 24）は「方
策を施すことにより、残留リスクと、安全にするためのコストとそれから受ける利便性などを考慮して、
許容可能なリスクを超えて適切なところまでリスクを低減した状態」とし、いわゆる 0 リスクでなくて
も安全というものが存在することを指摘した。

リスクは、日常生活の中でしばしば間違ったニュアンスで使われることがある。統計的なデータはな
いものの、悪いことが起こる確率であったり、または、悪いことが起こった場合の程度のひどさについ
て語られる。実際には、リスクとは「事件・事故の発生確率と発生強度のことで 25）」と大泉は定義し
ており、冒頭の使い方が誤っていないようにも感じる。しかし、厳密には、「危害の発生確率と危害の
ひどさの組み合わせ」（ＩＳＯ／ＩＥＣガイド 51）とされ、掛札も「リスク＝ハザードの深刻さ×その
ハザードによって被害が起こる確率26）」としており、同じ定義をしている。リスクの捉え方で重要なのは、
確率だけであったり、被害の深刻さだけを指すのではなく、これが組み合わさっていることである。

ハザードは危険を指す言葉であり、人の命、財産、環境等に悪影響を与える可能性のある危険27）を指す。
しかし、松野 28）は、保育とも関係が深い遊具に関して、2002 年に国土交通省が公表した「都市公園に
おける遊具の安全確保に関する指針」では、リスクとハザードという言葉があいまいに定義されている
と述べ、日本の安全基準が「遊びの価値を重視し、子どもの成長の糧となるリスクをいかに残すかとい
う欧州の考え方と、重篤な事故を減らすためにハザードを特定し適切な対処を行っていくべきであると
いう米国の考え方」を折衷する形で進み、「子ども自ら予測可能な危険＝リスク」、「子どもが予測でき
ない危険＝ハザードという独特の概念定義となった。」と指摘している。

2013 年に野田 29）が「ハザードとリスクの頻度及び深刻さは別尺度として定義することが適当である」
とし、取り除くべきハザードを横軸にとり、子どもの認知可能程度を縦軸にとった、2 軸 4 象限の「遊
具の本質として内在するハザード」の概念構成図を示した。リスクかハザードかにこだわるのではなく、
それぞれの特徴を考察し、子どもの認知可能と組み合わせ、実践に活かしやすい形にまとめられた。

傷害予防において、リスクやハザードの定義に決着がつくことが本来の目的ではない。リスクやハザー
ドの定義が明確になること、それを用いて保育者によって子どもの傷害予防が適切に実施され、子ども
の健康と安全が確保されることが最大の目的である。

4．保育における傷害予防で変わっていないもの

これまで、傷害予防に関する変遷に注目してきたが、昔からあまり変わっていないものについても、
今回の研究から見えてきた。
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昭和 23 年保育要領の「よけいなけがをさせないように」が、軽いけがを許容する文言であることの
問題点は 2 章で触れた通りであるが、そうだとしても、今も昔も、指針等は子どもの生命を大切に考え、
保育者は子どもの健康と安全を担保するように明示していることがわかった。

ところで、平成 30 年保育所保育指針解説には次のような記載もある。「保育中、常に全員の子どもの
動きを把握し、職員間の連絡を密にして子どもたちの観察の空白時間が生じないようにする。子どもの
安全の観察に当たっては、午睡の時間を含め、一人一人の子どもを確実に観察することが重要である」（第
3 章　健康及び安全　3　環境及び衛生管理並びに安全管理　（2）事故防止及び安全対策　ア）本指針は、
傷害予防に関する記述が多く、かつ具体的な内容が多い。しかし、この記載に関しては、「常に全員の
子どもの動きを把握し」という部分が、具体的なふりをして、実はできもしないことを述べているよう
に感じる。

実際に考察すると、常に子どもの動きを把握していたら傷害は発生しないだろう。把握とあるので、
目視または目視をしていない子どもはどこで何をしているのかわかっていればよいのだろう。子どもが
園外に出てしまい死亡した事例もある。しかし、園外に勝手に出ることを、保育者が常に全員の子ども
の動きを把握しているだけで防ぐことができるだろうか。迅速な対応につなぐことはできるかもしれな
いが、把握だけでなく、設備面から子どもが園外へ出にくい工夫もしなくてはならない。園内での行き
先がわかっており、遊んでいる姿が想像できれば、実際に目視しなくてもよいのだろうか。それは、常
に把握していると言えるのだろうか。この文言は典型的な、「できない傷害予防 30）」になっていると考
える。理想的な保育者像は見えてくる。そうすると、表 2 でとりあげた子どもの健康と安全に関する保
育者の使命も同じように理想的な保育者像が見えてくる。もちろん、指針等に理想的な保育者像が書い
てあるのは当然である。しかし、傷害予防では、理想的な面ばかりにひっぱられてはならない。

保育における傷害予防の変遷から、事故を傷害に読み替えるようになったのは、傷害が制御できるか
らであることをよく理解し、私たちが行わなくてはならないのは、指針に描かれた保育者のあるべき姿
を表面的に追い求めるのではなく、確実に子どもの健康と安全を守る傷害予防を実行することである。
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４．保育における傷害予防で変わっていないもの 

 これまで，傷害予防に関する変遷に注目してきたが，昔からあまり変わっていないも

のについても，今回の研究から見えてきた。 

 

表２．子どもの健康と安全に関する保育者（所）の使命 

昭和 23 年 保育要領：幼児教育の手引き（文部省） 

よけいなけがをさせないように 

平成２年 保育所保育指針（通知）厚生省児童家庭局 

事故防止は保育の大きな目標であることを認識する必要がある 

平成 30 年 保育所保育指針解説 厚生労働省 

 子どもの健康と安全を守ることは，保育所の基本的かつ重大な責任である 

 

表 2．子どもの健康と安全に関する保育者（所）の使命
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